
令和８年４月１日 

社会福祉法人 綾友会 

女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

職員が仕事と子育てを両立しながら働き続けることができ、全ての職員が活躍できる雇用環境を整備

し、それぞれの能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日までの５年間 

 

２．内容 

目標１ 計画期間内における平均育児休業取得率を、下記の水準以上とする。 

・男性職員 取得率５０％ 

・女性職員 取得率１００％ 

〔対策〕 

・令和８年４月１日～ 対象となる職員及び所属部署に対し、制度の積極的な周知・利用の案内を

行い、職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくり

に向けた意識啓発を行う。 

 

目標２ 正職員及び限定正職員の各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数を 

平均２０時間以内とする。 

〔対策〕 

・令和８年４月１日～ 事業所、職種毎の時間外労働時間の把握・分析を行い業務内容、業務分担、

シフト等の改善評価を行う。 

・令和８年４月１日～ ＩＣＴを含む生産性向上プロジェクトを推進し、業務の効率化を行い、時

間外労働時間削減につなげる。 

・令和８年４月１日～ 管理職及びリーダー職への労働時間管理についての意識強化のための情報

共有及び情報発信を行う。 

 

目標３ 年次有給休暇の取得率を７０％以上とする。 

  〔対策〕 

・令和８年４月１日～ 有給休暇取得状況を管理し、管理職が確認できる環境を整備する。 

・令和８年４月１日～ 有給休暇の計画的な取得を促進し、少なくとも半期に一度、各事業所に達

成率のフィードバックを行うことで、さらなる取得を促す。 

 

目標４ 若年者に対するインターンシップ等の受け入れや、介護未経験者等の就業体験受け入れを積

極的に行う。 

  〔対策〕 

・令和８年４月１日～ 関係機関、学校等との連携を強化し、介護の職場での就業定着を目指す。 


